
介護離職防止支援助成金

１ 次のAに掲げる全ての要件に該当しかつB又はCに該当
する対象労働者が生じた事業主が対象となります。

チェック項目（下線部については、以下の「解説」を参照してください。）
チェッ
ク欄

① 「労働者の仕事と介護の両⽴に関する実態把握」のため、アン

ケート調査を⾏った。

（注）平成27年4月1日以降に厚⽣労働省が指定する所定の調査票（参考様式２）を使用

して実施したものが対象です。アンケート項目を減らした場合は対象とはなりません。

調査対象は、原則として雇用する雇用保険被保険者全員としてください。ただし、

常時雇用する雇用保険被保険者が100人以上の事業主は少なくとも100人以上を調査

対象としてください。

アンケートは、回収率が3割以上または回収数が100以上であることが必要です。ア

ンケート実施後は、結果を集計し、「介護離職防⽌⽀援助成⾦アンケート結果報告

書」（【介】様式第２号）に取りまとめてください。

② ①の調査結果を集計した日の翌日以降、厚⽣労働省が指定する資

料（参考様式３）により⾃社の仕事と介護の両⽴⽀援制度の周知状

況を把握し、制度内容を確認した上で、自社の介護休業関係制度に

ついて⾒直しを⾏い、改正育児・介護休業法に沿った制度を導入し

た。

（注）すでに改正育児・介護休業法に沿った制度を導⼊している場合は、新たな制度の

導⼊は不要です。

③ ②において導⼊した制度の施⾏日の翌日以降（導入していない場

合は①の調査結果を集計し、取りまとめた日の翌日以降）、「介護

に直面する前の労働者への支援」のため、次のa、bのいずれも実施

した。

a 人事労務担当者等による社内研修の実施

b 仕事と介護の両⽴⽀援制度等の周知

（注）平成28年4月1日以降に実施したものが対象です。

a、bいずれも厚⽣労働省が指定する所定の資料（aは参考様式４、ｂは参考様式５）

を使用してください。a、ｂの資料いずれについても⾃社の仕事と介護の両⽴⽀援制度

を記載する必要があります。

研修終了後は、「介護離職防⽌⽀援助成⾦ 研修実施結果書（【介】様式第３号）

に記録してください。

１

A 仕事と介護の両立のための職場環境整備



④ 「介護に直面した労働者の支援」のため、仕事と介護の両⽴に関

する相談窓口を設置し、②において導⼊した制度の施⾏日の翌日以

降（導入していない場合は①の調査結果を集計し、取りまとめた日

の翌日以降）に周知した。

（注）相談窓口は、全ての事業所に設置する必要はありませんが、担当者の氏名、電話番

号・メールアドレス等の相談先が特定でき、全ての労働者が相談できる体制になって

いることが必要です。

相談窓口担当者は③aの社内研修を受講する（担当者が社内研修の説明者である場合、

社外の担当者が相談窓口となる場合を除く）とともに、厚⽣労働省が指定する所定の

資料（参考様式６）により、相談窓口の周知の前日までに相談対応のポイントを事前

に確認してください。

周知については、平成28年4月1日以降に③bの厚⽣労働省が指定する所定の資料（参

考様式５）を使用し、雇用する全ての労働者を対象に実施してください。

⑤ 介護⽀援プランにより、介護休業の取得及び職場復帰並びに介護

休業関係制度の利⽤を⽀援する措置を実施する旨をあらかじめ規定

し、労働者へ周知していること。

（注）この規定及び周知は、⽀給対象労働者の介護休業開始日⼜は制度利⽤開始日の前日

までに実施してください。

⑥ ①〜⑤の実施後、Ｂの介護休業を取得する⼜はＣの介護制度を利

用する労働者が生じ、当該労働者に所定の措置を講じていること。

２

【下線部についての解説】

（１）厚生労働省の指定する所定の調査票・資料とは
「介護離職を予防するための両⽴⽀援対応モデル」に基づく資料です。厚⽣労働省ＨＰ

の以下のページ（「事業主の⽅への給付⾦のご案内」）の「支給申請書」欄の「介護離職

防止支援助成⾦」の「参考様式２〜８」が該当しますので、ダウンロードしてご利⽤くだ

さい。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

または、厚⽣労働省HP トップページから「両⽴⽀援等助成⾦」で検索

（２）介護休業関係制度とは
改正育児・介護休業法（平成29年1月1日施⾏）に沿った規定を整備することが必要で

す。改正育児・介護休業法第２条第２号に規定する介護休業、同法第１６条の５に規定す

る介護休暇、同法第１６条の９により準用する同法第１６条の８に規定する所定外労働の

制限、同法第１８条第１項において準用する同法第１７条に規定する時間外労働の制限、

同法第２０条第１項において準用する同法第１９条に規定する深夜業の制限及び同法第

２３条第３項に規定する所定労働時間の短縮等の措置（介護のための短時間勤務、時差出

勤などの制度）の６つ全ての制度を指します。

就業規則等への規定例は次のページをご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/02.html
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（４）人事労務担当者等による研修とは

次の全てを満たす研修をいいます。

①事業主（企業）単位で企画、実施していること。

(助成⾦の対象とならない研修例）

・複数社が合同で⾏う研修

・外部研修への参加

・外部講師等が同じビデオ映像等の一部または全部を複数の事業主に対して提供・使用した研修

②雇用保険被保険者の８割以上の労働者が受講していること。

ただし、常時雇用する雇用保険被保険者数が100人以上の場合は、被保険者である受講者

数80人以上であれば対象とします。

③研修時間が１時間以上であること。

④厚生労働省が指定する所定の資料（参考様式４）を使⽤していること。

「当社の仕事と介護の両⽴⽀援制度」のページについては、介護休業関係制度について、

就業規則と同様の内容を資料による⼀覧表の形式で作成のうえ説明してください。記載スペー

ス等の都合で制度の詳細を省略する場合は、省略したことを明記してください（例：制度対象

者の詳細は就業規則〇条参照 など）

⑤人事労務担当者等の説明者が資料の内容を説明していること。

外部講師に依頼することは差し⽀えありませんが、各企業の介護に関する制度整備状況、

利⽤状況、社員の年齢構成、介護の⾒込みなどについて、アンケートの実施結果などを踏まえ

た内容で⾏ってください。

⑥研修時間内に質疑応答ができること。

本社で⾏った研修を録画して各⽀店で視聴したなど、研修の説明を受講者との対面で⾏っ

ていない場合は、受講者に厚⽣労働省が指定する所定のフォローアップ調査票（参考様式７）

を配布し、回収してください。フォローアップ調査票の回収数を受講者数とします。（この場

合も、支店等の人事労務担当者等による質疑応答ができる体制にしてください。）

（５）仕事と介護の両立支援制度等の周知とは
１③ｂの「仕事と介護の両⽴⽀援制度の周知」、１④「相談窓⼝の周知」の両者を

あわせて、厚生労働省が指定する所定の資料（参考様式５）を使⽤の上、⻑期休業者

等を除き、原則として雇用する全ての労働者に対して実施してください。

（６）介護支援プランにより、介護休業の取得及び職場復帰並びに介護制
度の利用を支援する措置を実施する旨の規定と労働者への周知
以下を参考にして、介護休業関係制度利⽤マニュアルや介護休業に関する規程に規

定し、社内報などにより労働者に周知してください。

（就業規則への規定例）

第〇条 円滑な取得及び職場復帰⽀援

会社は、育児休業⼜は介護休業等の取得を希望する従業員に対して、円滑な取得及び職場復帰を

⽀援するために、当該従業員毎に育休復帰⽀援プラン⼜は介護⽀援プランを作成し、同プランに基

づく措置を実施する。なお、同プランに基づく措置は、業務の整理・引き継ぎに係る⽀援、育児休

業中⼜は介護休業中の職場に関する情報及び資料の提供など、育児休業⼜は介護休業等を取得する

従業員との面談により把握したニーズに合わせて定め、これを実施する。
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チェック項目（下線部については、以下の「解説」を参照してください。）
チェッ
ク欄

① 介護休業を同一の対象家族について連続１か月以上又は合計３０

日以上取得し、職場復帰した雇⽤保険被保険者であり、当該介護休

業開始日の１か月以上前から申請事業主の雇用保険被保険者として

雇用されていること。

（注）支給対象となる介護休業については、事業主が労働協約又は就業規則に規定する

介護休業制度の範囲内であること。

② 対象家族の要介護の事実について把握後、介護休業の開始日の前

日までに、対象介護休業取得者の上司又は人事労務担当者と対象介

護休業取得者が少なくとも１回以上面談（初回面談、プラン策定面

談）を実施した上で、結果について記録し、対象介護休業取得者の

ための介護支援プランを作成すること。

（注）参考様式８「プラン策定面談シート兼介護支援プラン」を使用してください。対

象家族の状況等により対象介護休業取得者との面談が困難な場合には、電話、メール

等による相談・調整の結果を記録することで差し支えありません。

③ 作成した介護支援プランに基づき、対象介護休業取得者の介護休

業の開始日の前日までに業務の引き継ぎを実施させていること。

（注）対象家族の状況等により対象介護休業取得者との対面による引き継ぎが困難な場

合には、電話、メール、書面による引き継ぎでも差し支えありません。

④ 対象介護休業取得者を、介護休業終了後、上記②の面談結果を踏

まえ、原則として原職等に復帰させていること。

⑤ 対象介護休業取得者の介護休業終了後に、上司又は人事労務担当

者と対象介護休業取得者がフォロー面談を実施し、その結果を記録

すること。

（注）フォロー面談は、連続１か月以上又は合計３０日以上の介護休業取得後、職場復

帰した日の翌日から１か月以内に実施してください。

⑥ 対象介護休業取得者を、介護休業終了後、引き続き雇用保険の被

保険者として１か月以上雇用しており、さらに支給申請日において

雇用していること。

B 介護休業
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【下線部についての解説】

（１）介護休業とは
育児・介護休業法第２条第２号に規定する介護休業をいいます。改正育児・介護休業法第

２条第２号に規定する介護休業についても労働協約又は就業規則に規定している場合は、平

成29年１⽉1日の改正育児・介護休業法施⾏前でも助成⾦の対象となります。

また、休業期間、取得回数、要介護状態、対象家族の範囲などにおいて法律を上回る取り

扱いを労働協約又は就業規則に規定している場合は、当該介護休業も対象となります。

（２）連続１か月以上又は合計３０日以上とは
改正育児・介護休業法（平成29年1月1日施⾏）においては、介護休業は同⼀の対象家族に

ついて９３日を上限として３回まで分割して取得することができます。

介護休業を連続１か月以上取得した場合又は分割取得により合計３０日以上取得した場合

に助成⾦の対象となります。

（３）介護支援プランとは
事業主が作成する、雇⽤する労働者の介護休業の取得及び職場復帰を円滑にするための措

置を定めたプランをいいます。介護休業に係る介護支援プランには少なくとも次の措置を盛

り込んでください。

・介護休業取得者の円滑な介護休業取得のための措置として、介護休業取得者の業務の整

理、引継ぎに関する措置

※介護支援プランの作成の際には、「介護支援プラン策定マニュアル」を御活用ください。

※無料で介護⽀援プラン策定のノウハウを持つ「介護プランナー」の⽀援も受けられます。

希望される場合はお問い合わせください。

http://ikuji-kaigo.com/kaigo.html

（４）面談の実施とは
介護休業取得予定者が介護休業を開始する日の前日までに、介護支援プランの作成及び同

プランに基づく業務の整理、引き継ぎなどを⾏う必要があります。

家族が要介護状態になり、当⾯の対応を検討するための「初回⾯談」、仕事と介護の両⽴

のための働き方等を検討するための「プラン策定面談」を想定していますが、介護の状況に

より様々なケースが考えられるため、介護休業の開始日の前日までにプラン策定のための面

談を最低１回実施して記録してください。介護の状況により、面談することが困難な場合に

は、電話、メール等による相談・調整の内容を記録することでも差し支えありません。

なお、面談や電話、メール等による相談・調整の実施・記録がなく介護休業を開始した場

合には、助成⾦の対象にはなりません。

（５）原職等とは
「両⽴⽀援等助成⾦⽀給申請の⼿引き」中⼩企業両⽴⽀援助成⾦（代替要員確保コース）

の解説（５）（P13）を参照してください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/
ryouritsu/model.html
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（６）面談結果を踏まえ、介護休業取得者を原則として原職等に復帰とは

介護休業後は、原則として原職等に復帰させることが必要です。ただし、介護休業取得

者の希望により、原職等に復帰しない場合には、⾯談の記録により介護休業取得者の希望

する職場復帰内容が確認できることが必要です。

（７）フォロー面談とは
介護休業からの職場復帰後速やかに、今後の仕事と介護の両⽴のために労働者が希望す

る働き方、事業主が配慮すべき事項等を確認するために面談を実施し、記録してください。

C 介護制度

チェック項目（下線部については、以下の「解説」を参照してください。）
チェッ
ク欄

① 次の介護制度を同一の対象家族について連続３か月以上又は合計

９０日以上取得した雇用保険被保険者であり、当該介護制度利⽤開

始日の３か月以上前から申請事業主の雇用保険被保険者として雇用

されていること。

・所定外労働の制限制度

・時差出勤制度

・深夜業の制限制度

（注）⽀給対象となる介護制度については、事業主が労働協約又は就業規則に規定する

介護制度の範囲内であることが必要です。

② 対象家族の要介護の事実について把握後、介護制度利⽤開始日の

前日までに、対象介護制度利⽤者の上司⼜は⼈事労務担当者と対象

介護制度利⽤者が少なくとも１回以上面談（初回面談、プラン策定

面談）を実施した上で、結果について記録し、対象介護休業取得者

のための介護支援プランを作成すること。

（注）参考様式８「仕事と介護の両⽴⽀援 面談シート兼介護支援プラン」を使用して

ください。対象家族の状況等により対象介護休業取得者との面談が困難な場合には、

電話、メール等による相談・調整の結果を記録することで差し支えありません。

③ 作成した介護支援プランに基づき、対象介護制度利⽤者の介護制

度利⽤開始日の前日までに業務体制の検討を実施していること。

④ 対象介護制度利⽤者の連続３か⽉⼜は合計９０日の介護制度利⽤

期間後に、上司又は人事労務担当者と対象介護休業取得者がフォ

ロー面談を実施し、その結果を記録すること。

（注）フォロー面談は、連続３か⽉⼜は合計９０日の介護制度利⽤期間の最終日の翌日

から１か月以内に実施してください。
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⑤ 対象介護制度利⽤者を、連続３か⽉⼜は合計９０日の介護制度利

用期間後、引き続き雇用保険の被保険者として１か月以上雇用して

おり、さらに支給申請日において雇用していること。

【下線部についての解説】

（１）介護制度とは次の制度をいいます
①所定外労働の制限制度

改正育児・介護休業法第１６条の９により準用する同法第１６条の８に規定する所定

労働時間を超えて労働させない制度

②時差出勤制度

育児・介護休業法第２３条第３項及び育児・介護休業法施⾏規則第３４条第３項第２

号により準⽤する同規則同条第２項第２号に規定する１日の所定労働時間を変更する

ことなく始業⼜は終業の時刻を繰り上げ⼜は繰り下げる制度及び同法第２４条第２項

に規定によりこの措置に準じて講ずることとされる措置

③深夜業の制限制度

育児・介護休業法第１６条の９により準用する同法第１６条の８に規定する深夜（午

後１０時から午前５時）において労働させない制度

※利⽤期間、取得回数、要介護状態、対象家族の範囲などにおいて法律を上回る取り扱い

を労働協約⼜は就業規則に規定している場合は、当該介護制度も対象となります。

（２）制度利用開始日の３か月前から雇用されている労働者
助成⾦においては、介護制度の利⽤による⼀定の効果を求めるという趣旨から、介護制度

利⽤開始日の前日から３か⽉間に、申請に係る介護制度の利⽤実績がある労働者は対象とは

なりません。また、同様の趣旨から、次に該当する労働者を助成⾦の対象とします。

①所定外労働の制限制度

制度利⽤開始日の前日から３か⽉間の⽉平均所定外労働時間が２０時間以上の労働者

②時差出勤制度

１日の所定労働時間を変更することなく始業⼜は終業時刻を１時間以上繰り上げ⼜は繰

り下げる制度を利⽤する労働者

③深夜業の制限制度

交代制勤務等により所定内労働時間に深夜が含まれる労働者であり、制度利⽤開始日の

前日から３か月間のうち１２日以上深夜を含む勤務実績がある労働者

（３）連続３か月以上又は合計９０日以上とは
介護制度を連続３か⽉以上取得した場合又は複数回利⽤により合計９０日以上取得した

場合に助成⾦の対象となります。１回の勤務が２暦日にわたる場合は、当該勤務を１日と

します。

上記（１）①〜③の介護制度を２つ以上利⽤した場合、それぞれの期間を合算すること

ができます。ただし、同⼀期間に２つ以上の制度を同時に利⽤した場合、当該期間につい

ては、いずれか１つの制度を利⽤したものとして取り扱います。
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①制度どおりの勤務実績の確認
介護制度利⽤期間の連続３か⽉又は合計９０日における１か月ごとの所定労働日数のう

ち、５割以上就労し、就労した日数の８割以上、労働協約又は就業規則に規定した介護制

度どおりに勤務したこと（以下「勤務実績要件」という。）が確認できることが必要です。

連続３か⽉の介護利⽤期間を申請する場合で、介護制度利⽤期間が３か⽉を超える場合

は、任意の３か⽉を抽出して申請することができます。（例1）

合計９０日の介護制度利⽤期間を申請する場合は、１回の制度利⽤期間ごとに勤務実績

要件を確認します。介護制度利⽤期間の合計が９０日を超え、かつ１回の介護制度利⽤期

間が１か月を超える場合は、連続する１か月以上の任意の期間を抽出して申請すること

ができます。１回の介護制度利⽤期間が１か⽉に満たない場合は、当該期間の勤務実績要

件を確認します。（例2）

（例2）介護制度の複数回利⽤期間（➀〜➂）を合算して申請する場合

②制度どおりに勤務したと判断しない場合
次の場合は、制度どおりに勤務したものとは取り扱いません。また、勤務日における

出勤時刻、退勤時刻の記録がない場合には助成⾦の対象とはなりません。

①所定外労働の制限制度

a 所定の終業時刻から１５分以降の時刻に退勤した記録がある日

b 制度利⽤期間の所定外労働時間が、制度利⽤開始日の前日から３か月間の所定外

労働時間以上の場合（※次頁参照）

②時差出勤制度

a 始業時刻及び終業時刻を繰り上げる場合

所定の終業時刻から１５分以降の時刻に退勤した記録がある日

b 始業時刻及び終業時刻を繰り下げる場合

所定の始業時刻から１５分以前の時刻に出勤した記録がある日

①4か月 ②20日 ③２か月

➀’40日 ➁’20日 ➂’30日

（例1）介護制度を１年間利⽤した場合

利用期間1年

勤務実績要件を満たす任意の連続３ヶ月を申請

申請期間３か月

利⽤期間

申請期間

→介護制度利⽤期間➀〜➂のうち、勤務実績要件を満たす➀’〜➂’を申請
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（※） 制度利用前の勤務実績との比較

①所定外労働の制限制度、③深夜業の制限制度については、制度利⽤開始日前３か⽉間の

勤務実績【Ａ】（所定外労働時間、深夜に就労した日数）を制度利⽤期間中の勤務実績

【Ｂ】が下回ることが要件です。

（例：所定外労働の制限制度を連続３か⽉利⽤した場合）

〇制度利⽤前の３か⽉間の所定外労働時間【A】：６７時間

〇制度利⽤期間中３か⽉間の所定外労働時間【B】：２５時間

利⽤前実績【Ａ】＞利⽤期間実績【Ｂ】 支給要件を満たします。

○複数制度を合算して申請する場合
複数制度の利⽤期間を合算して申請する場合、１つの制度利⽤期間が９０日未満になる

ことから、勤務実績を制度利⽤前３か⽉前の勤務実績と単純⽐較できないため、次の⽅法

により制度利⽤開始前３か⽉間の勤務実績を制度利⽤期間分に換算して⽐較します。

（例）所定外労働の制限制度を利⽤した４０日間を合算する場合

○➀の制度利⽤前３か⽉の所定外労働時間：６７時間

制度利⽤期間分に換算した時間【Ａ】３０時間

○制度利⽤期間（４０日）の所定外労働時間【Ｂ】 ２５時間

利⽤前実績【Ａ】＞利⽤期間実績【Ｂ】 要件を満たすため合算できます。

③深夜業の制限制度

a 深夜（午後１０時〜午前５時）に就労した記録がある日

b 制度利⽤期間の深夜に就労した日数が、制度利⽤開始日の前日から３か月間の深夜

に就労した日数以上場合（※以下参照）

①所定外労働の制限
4か月

②時差出勤

20日

③時差出勤

２か月

➀’40日 ➁’20日 ➂’30日

利⽤期間

申請期間

利⽤前実績【Ａ】 ＝ 制度利⽤開始日前３か月間の勤務実績 ×
（⼩数点未満切り上げ）

制度利⽤期間

９０日

６７時間 × ＝３０時間（小数点未満切り上げ）
４０日

９０日
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（４）介護支援プランとは

事業主が作成する、雇⽤する労働者が介護制度を円滑に利⽤するための措置を定めた

プランをいいます。介護制度に係る介護支援プランには少なくとも次の措置を盛り込ん

でください。

・介護制度利⽤者の介護制度利⽤期間中の業務体制の検討に関する措置

※介護支援プランの作成の際には、「介護支援プラン策定マニュアル」を御活用くだ

さい。

※無料で介護⽀援プラン策定のノウハウを持つ「介護プランナー」の⽀援も受けられ

ます。希望される場合はお問い合わせください。

http://ikuji-kaigo.com/kaigo.html

（５）面談の実施とは
B 介護休業（4）（P5）を参照してください。

「介護休業」を「介護制度」に読み替えてください。

（６）フォロー面談とは
介護制度を連続３か⽉利⽤後⼜は合計９０日利⽤後、介護制度利⽤に係る課題、今後

の仕事と介護の両⽴のために労働者が希望する働き⽅、事業主が配慮すべき事項等を確

認するために面談を実施し、記録してください。

２ 受給できる額

B 介護休業

１企業当たり２人（※）まで：１人につき４０万円

（中小企業は６０万円）

C 介護制度

１企業当たり２人（※）まで：１人につき２０万円

（中小企業は３０万円）

（※）期間雇用者、期間の定めのない労働者1人ずつ

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/
ryouritsu/model.html
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３ 受給の手続き
 申請期限

B 介護休業
介護休業から復帰した日から1か月経過する日の翌日から２か月以内

C 介護制度
申請に係る連続３か月又は合計９０日の最終日から１か月経過する日の翌日か

ら２か月以内

 申請先
申請事業主の本社等（⼈事労務管理の機能を有する部署が属する事業所）の

所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部（室）

※郵送の場合は簡易書留で送付してください。

 必要書類
次の全ての書類

B 介護休業

① 両立支援等助成金(介護離職防止支援助成金（介護休業)支給申請書））（【介】様式第１

号➀➁）

➁ 実態把握に使用したアンケート調査票（参考様式２）（回答済みのものの写し１人分）

□及び「介護離職防止支援助成金 アンケート調査結果報告書」（【介】様式第２号）（取り

まとめ日の記載が必要）

➂ 制度設計・見直し前に人事労務担当者等が確認した「仕事と介護の両立支援制度を周知し

□ようチェックリスト」（参考様式３）

④ 社内研修に使用した資料（参考様式４）、「介護離職防止支援助成金 研修実施結果書」

□（【介】様式第３号）及び受講者名簿（任意様式）

⑤ 社内研修のフォローアップ調査票（参考様式７）（回答済みのものの写し１人分）

□（研修の説明を受講者との対面で行っていない場合のみ）

⑥ 「仕事と介護の両立支援制度の周知」、「仕事と介護の両立に関する相談窓口の周知」

に使用した資料（参考様式５）及び周知を行った日付が分かる書類

⑦ 相談窓口の周知の前日までに相談窓口担当者が確認した「相談窓口担当者用チェックリス
ト」（参考様式６）

提 出 書 類 （Ｂ 介護休業）
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⑧ 労働協約または就業規則、関連する労使協定の写し（本社等のもの）

改正育児・介護休業法（平成29年1月1日施行）に規定する介護休業関係制度を規定してい

ること並びに当該制度の施行日が確認できる部分

（なお、上記以外で改正育児・介護休業法に規定する介護休業関係制度以外の独自の仕事

と介護の両立のための制度を規定している場合は当該部分も含む。）

具体的には、本社等の労働協約または就業規則の該当部分の写し。

（※）就業規則の作成及び労働基準監督署への届出義務のない常時１０人未満の労働者を雇用する事業

主の場合で、就業規則の作成・届出をしていない場合は、制度の措置が明文により定められており、

労働者に周知されていることを確認できる書類（例：労働者代表の署名があるもの）を提出してく

ださい。

⑨ 申請事業主において、介護支援プランにより、介護休業の取得及び職場復帰並びに介護休

業関係制度の利用を支援する措置を実施することを規定していることが確認できる書類の写

し（例：実施要領、通達、マニュアル、介護休業規程等）

⑩ ⑨の規定が労働者へ周知されたことが分かる書類の写し（例：社内報、イントラネットの

掲示板等の画面を印刷した書類等）

⑪ 対象労働者に係る介護支援プランの写し「仕事と介護の両立支援 面談シート兼介護支援

プラン」（参考様式８）

⑫ 対象労働者の介護休業関係制度に係る対象家族が要介護状態であることが確認できる書類

（例：対象家族に係る介護保険の被保険者証（要介護認定結果の記載のある部分）、医師等

が交付する証明書類）

⑬ 対象労働者の介護支援プランの策定日における雇用期間の定めが確認できる書類（対象労

働者の労働条件通知書又は雇用契約書等）

⑭ 対象介護休業取得者の介護休業申出書（介護休業の期間が変更されている場合は介護休業

期間変更申出書）

⑮ 対象労働者の介護休業期間前後の就労実績が確認できる書類（例：介護休業取得者の出勤

簿、タイムカード、賃金台帳等）（介護休業前１か月分、介護休業期間１か月分（又は３０

日分）及び介護休業からの復職後１か月分。）

⑯ 対象労働者の介護休業からの復職後１か月分の所定労働日が確認できる書類（就業規則、

雇用契約書又は労働条件通知書及び会社カレンダー、シフト表等）

提 出 書 類 （Ｂ 介護休業） （続き）
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Ｃ 介護制度

① 両立支援等助成金(介護離職防止支援助成金（介護休業)支給申請書））（【介】様式第１

号➂④）

➁ 「Ｂ 介護休業」の➀～⑬の書類

※ただし、過去に両立支援等助成金（介護離職防止支援助成金）の申請において当該書類

を提出し、その後変更のない場合は省略できます。

➂ 対象労働者の介護制度利用申出書（介護制度利用期間が変更されている場合は介護制度利

用期間変更申出書）

④ 対象労働者の就労実績及び制度利用期間において制度に定められたとおりに就労したこと

が確認できる出勤・退勤時刻が記録された書類（例：出退勤記録簿、タイムカード等）（制

度利用前３か月分、制度利用期間３か月分（又は９０日分）及び制度利用開始日から３か月

を経過する日（又は制度利用合計９０日の最終日）の翌日から１か月分。）

⑤ 対象労働者の制度利用期間３か月分（又は９０日分）の所定労働日及び所定労働時間が確

認できる書類（雇用契約書又は労働条件通知書及び会社カレンダー、シフト表（深夜業の制

限制度を申請する場合）等）

提 出 書 類 （Ｃ 介護制度）
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仕事と介護の両⽴のための職場環境整備

介護支援プランによる支援を実施する旨の規定・周知

介護支援プランの作成

介護休業の取得
連続１か月以上

（分割取得の場合は合計３０日以上）

職場復帰

介護制度の利⽤
連続３か月

（複数回利⽤の場合は合計９０日）

介護支援プラン作成のための面談

介護支援プランに基づく
業務の整理、引き継ぎ

介護支援プランに基づく
業務体制の検討

フォロー面談の実施

支給申請までの流れ

従業員が家族の介護に直面

１か月以内 １か月以内

継続雇用

１か月後

支給申請（申請期間2か月）

継続雇用

１か月後

＜介護休業の場合＞ ＜介護制度の場合＞



要介護状態ごとに１回、通算９３日を限度に取得できます。
要介護状態が異なる場合は、通算９３日に達するまで何回でも取得できます。

平成29年1月1日以降

28年12月31日まで

改正育児・介護休業法の施行日（平成29年1月1日）より前に、改正育
児・介護休業法に沿った就業規則等を整備する場合の留意点

このため、改正育児・介護休業法が施行される平成29年1月1日より前に、
改正育児・介護休業法に沿った就業規則等の規定を整備・施行する事業主に
おかれては、以下（下線部）のような記載をご検討ください。

（介護休業）

第○条
１ 要介護状態にある家族を介護する従業員（日雇従業員を除く）は、申出により、介護を

必要とする家族１人につき、のべ93 日間までの範囲内で３回を上限として介護休業をす
ることができる。

ただし、平成28年12月31日までは、申出により介護を必要とする家族１人につき、要介
護状態ごとに１回、のべ93日間までの範囲内で介護休業をすることができる。
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同一の対象家族に係る介護休業の取得回数について

改正育児・介護休業法の施行により平成29年1月1日から以下のとおり変更されます。

要介護状態に関わらず、同一の対象家族について３回まで、通算９３日間取得できます。

※ 育児・介護休業等に関する規則の規定例［簡易版］を基にした規定です。実際に規則作成
の際は、各事業主の実情に応じて規定内容を御検討ください。



＜【介】 様式第１号①＞（H28.10.19）

両立支援等助成金（介護離職防止支援助成金）の支給を受けたいので、次のとおり申請します。

なお、下記に記載した事項については事実と相違ありません。

平成 年 月 日 〒

労働局長 殿

〒

日 日

日 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日
（
（

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日 （ 日）

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日 （ 日）

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日 （ 日）

年 月 日

上記ア、イについては、記載のとおりです。

年 月 日

上記ア、イについては、記載のとおりです。

⑭両立支援等助成金（介護支援取組助成金）の受給又は申請（現在申請中のもの）の有無

平成

月 11

連続１か月以上

合計３０日以上

平成 28 年 11

20

平成 28 年 11 月

1

1111-111111-1

か月）
日）

有 ・ 無

15

月28 年 10

※
審
査
結
果

支
給

・

不
支
給連絡先電話番号

⑧制度設計・見直し日
（制度の施行日）

平成

平成

28 4

総務課

1
申
請
事
業
主

有 ・ 無

⑫介護支援プランにより、労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰又は介護のための
勤務制度利用を支援する措置を実施する旨の規定を行った年月日及び労働者への周知を
行った年月日

⑨研修実施日
（複数回実施の場合は初回実施日）

か所

年 1128

卸売・小売業

2
（うち他都道府県に
存在する事業所数）

か所

月平成

有 ・ 無

⑪介護休業関係制度の就業規則等への規定

12

昭和 ・ 平成

規定

周知

11

28

③申請月の初日において
常時雇用する労働者の数 35

3000 万円

③雇用保険の被保険者と
なった年月日

⑦アンケート取りまとめ日
（ｱﾝｹｰﾄ調査結果報告書作成日）

④主たる事業

⑬介護支援プランの作成日

※欄は記載しないでください。

両立支援等助成金（介護離職防止支援助成金（介護休業））支給申請書

印

氏名 霞 太郎 印

100-0000
住所

29 3

社会保険労務士 申請 進 印

①雇用保険適用事業所番号

名称 ニコニコ社会保険労務士事務所

1234-567890-1 ②労働保険番号 12-1-12-123456-12

⑤資本の額若しくは
出資の総額

豊島区〇－〇－〇

代理人が申請する場合は、上欄に代理人の記名押印等を、下欄に両立支援等助成金（介護離職防止支援助
成金）の支給申請に係る事業主の住所、名称及び氏名の記入（押印不要）を、社会保険労務士法施行規則第
16条第２項に規定する提出代行者又は同令第16条の３に規定する事務代理者たる社会保険労務士が申請する
場合は、上欄に事業主の記名押印等を、下欄に社会保険労務士の記名押印等をしてください。

申請事業主
又は

社会保険労務士
（提出代行者・
事務代理者）

住所
200-0000

印

氏名

千代田区霞が関１－〇－〇

人

4

14

東京
名称 株式会社両立商事

申請事業主
又は代理人

平成

押印 03-0000-1111

ウ 面談者確認欄

⑥事業所総数

⑩「仕事と介護の両立準備ｶﾞｲﾄﾞ」
による制度、相談窓口の周知日

ア 引き継ぎを完了した
年月日

労働者との続柄

2

03-0000-1111押印

平成

14

12

15

1228平成

28 4

13

2

928

1

25

実母

連絡先電話番号

署名

28

1

12

両立 花子

森〇 山男

署名

イ 面談を行った者の氏名

イ 引き継ぎの確認を行っ
た者の氏名

⑦支給に係る労働者の介護の事実の把握後、当該労働者と上司又は人
事労務担当者がプラン策定のための面談を行った年月日及び面談を
行った者の氏名

山〇 川男

２

支
給
申
請
に
係
る
労
働
者

②雇用保険被保険者番号

④雇用期間の有無

①労働者氏名（フリガナ）

29

両立 進太郎 （リョウリツ シンタロウ）

⑥介護の対象となった家族

※申請内容に該当する方
に○を付けてください

所属 森〇 山男

氏名

所属

ア 面談を行った年月日

⑧介護支援プランに基づき、業務の引き継ぎを完了した年月日及び引き
継ぎの確認を行った者の氏名

ウ 引き継ぎの確認を行っ
た者の確認欄 営業２課

11

山〇 川男

28 11 28

10 4

同プランに、当該労働者の業務の整理、引き継ぎに関する措置が定められている。

30 29

⑤介護休業期間

有 ・ 無

29

面談者本人の署名または記
名・押印をしてください。

確認者本人の署名または記
名・押印をしてください。

連続1か月以上の介護休業の場
合は1行目のみ、分割取得によ
り30日以上の介護休業の場合
は休業ごとに別の行に記載し
てください。（P18参照）

社会保
険労務
士の印

事業主
の印

森

○

職場において、連絡
がとれる電場番号を
記載してください。

16



＜【介】 様式第１号①＞

年 月 日

上記ア、イについては、記載のとおりです。

年 月 日

部署・係

職務

役職

所定労働日数

所定労働時間

上記①から⑨については、記載のとおりです。

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ

口座名義

（ ）

円

ウ 面談者確認欄

両立 進太郎 押印

〇西 〇子氏名

2

連絡先電話番号

平成 14

週５日（月曜日～金曜日 土日祝日休み）

03-0000-1111

連絡先電話番号

03-1111-2222

銀 行

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾘｮｳﾘﾂｼｮｳｼﾞ

⑨支給に係る労働者の介護休業終了後に、当該労働者と上司又
は人事労務担当者がフォロー面談を行った年月日及び面談を
行った者の氏名

⑪本人確認欄
所属

※

処

理

欄
担 当

両立

部（室）長

４ 振 込 先

口座番号（ 普通 ・ 当座 ）

信用金庫
霞が関 店

営業２課

受 理 年 月 日

決定金額合計

1234567

備 考

平成 年 月 日 受 理 番 号

３ 記載担当者

29

署名

署名

連絡先電話番号役職 総務係長

口座の種類

局 長

支
給
決
定

決 定 年 月 日

連絡先電話番号 03-4444-5555

03-1111-3333

社会保険労務士記載欄
作成年月日 平成29年3月13日

提出代行・事務代理者の表示

平成 年 月 日 決 定 番 号

提出代行

株式会社両立商事

山〇 川男

主任

所属

ア 面談を行った年月日

総務課 押印

イ 面談を行った者の氏名

山〇 川男

原職等復帰 ・ それ以外

営業２課販売促進係

営業職

職場復帰後

営業２課販売促進係

営業職

職場復帰
の状況

13
労働者
の希望

復帰日

営業成績により精励手当を支給する場合あり
賞与は人事考課による査定あり
夏季休暇 7月～9月で5日間

復帰事業所 介護休業前と ア 同じ イ 異なる
面談の
結果

原職等復帰 ・ それ以外

1日8時間（9時～18時 休憩1時間）

介護休業前

月給 基本給28万円、営業手当5万円、交通費（実
費）、扶養手当、賞与（6月・12月 計4.5か月分）

1日8時間（9時～18時 休憩1時間）

週５日（月曜日～金曜日 土日祝日休み）

月給 基本給28万円、営業手当5万円、交通費（実
費）、扶養手当、賞与（6月・12月 計4.5か月分）

主任

その他の
労働条件等

営業成績により精励手当を支給する場合あり
賞与は人事考課による査定あり
夏季休暇 7月～9月で5日間

賃金（基本給、
手当、賞与等）

平成 29 2
⑩原職等復帰

面談者本人の署名または記
名・押印をしてください。

本人の署名または記名・押印
をしてください。

この申請書の内容についての
問い合わせに対応できる方を
記載してください。

介護休業前後の部署・職務・
労働条件について、休業前後
の異同が分かるように記載し
てください。

17



様式第１号①の２の記載例【介護休業】

①介護休業を連続２か月取得した場合

年 月 日

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日
（
（

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日 （ 日）

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日 （ 日）

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日 （ 日）

②介護休業を分割取得で40日間取得した場合

年 月 日

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日
（
（

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日 （ 日）

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日 （ 日）

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日 （ 日）

③雇用保険の被保険者と
なった年月日

昭和 ・ 平成

2

※
審
査
結
果

支
給

・

不
支
給

※申請内容に該当する方
に○を付けてください

29 15 15

合計３０日以上

２

支
給
申
請
に
係
る
労
働
者

②雇用保険被保険者番号

④雇用期間の有無

①労働者氏名（フリガナ） 両立 進太郎 （リョウリツ シンタロウ）

※申請内容に該当する方
に○を付けてください

2 1

④雇用期間の有無

※
審
査
結
果

支
給

・

不
支
給

有 ・ 無

⑤介護休業期間 28 12 20 29

連続１か月以上 29

1

1

1 13 25
か月）
日）

か月）
日）19

10

合計３０日以上

2028⑤介護休業期間

41111-111111-1

12

連続１か月以上

有 ・ 無

29 2

２

支
給
申
請
に
係
る
労
働
者

①労働者氏名（フリガナ） 両立 進太郎 （リョウリツ シンタロウ）

②雇用保険被保険者番号 1111-111111-1
③雇用保険の被保険者と
なった年月日

昭和 ・ 平成 10 4

2

18



＜
【
介
】
様

式
第
１
号
②
＞
（
H
2
8
.1
0
.1
9
）

事
業

所
名

住
所

電
話

番
号

雇
用
保
険
適
用
事
業
所
番
号

全
事

業
所

に
係

る
次

の
情

報
を
記

載
し
て
く
だ
さ
い
。

1
(株

)両
立
商
事

多
摩
支
店

武
蔵
野
市
〇
〇
１
－
〇
－
〇

1
2
3
4
-
〇
〇
〇
〇
〇
〇
‐
〇

0
3
-
0
0
0
0
-
0
0
0
0

2
(株

)両
立
商
事

大
阪
支
店

大
阪
市
〇
〇
区
１
－
〇
－
〇

3
4
5
6
-
〇
〇
〇
〇
〇
〇
‐
〇

0
6
-
0
0
0
0
-
0
0
0
0

3
(株

)両
立
商
事

流
通
部

千
葉
市
〇
〇
区
1
－
〇
－
〇

7
8
9
0
-
〇
〇
〇
〇
〇
〇
‐
〇

0
4
3
-
0
0
0
-
0
0
0

4 5 6 7 8 9 1
0№

事
業

所
名

所
在

地
（
住

所
）

雇
用

保
険

適
用

事
業

所
番

号

申
請

事
業

主

株
式

会
社

両
立

商
事

〒
1
0
0
-
0
0
0
0

千
代

田
区

１
－

〇
－

〇

電
話

番
号

0
3
-
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0

1
2
3
4
-
5
6
7
8
9
0
-
1
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＜【介】 様式第１号③＞（H28.10.19）

両立支援等助成金（介護離職防止支援助成金）の支給を受けたいので、次のとおり申請します。

なお、下記に記載した事項については事実と相違ありません。

平成 年 月 日 〒

労働局長 殿

〒

日 日

日 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日
（
（

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日 （ 日）

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日 （ 日）

月 15

月 411

月 11 平成 28 11

28 平成 28 年年 10 月

平成 28 年 11

1
申
請
事
業
主

⑭両立支援等助成金（介護支援取組助成金）の受給・申請（現在申請中のもの）の有無 有 ・ 無

同プランに、当該労働者の制度利用に伴う業務体制の検討に関する措置が定められている。 有 ・ 無

⑤資本の額若しくは
出資の総額

④主たる事業 卸売・小売業

平成 28

※欄は記載しないでください。

両立支援等助成金（介護離職防止支援助成金（介護制度））支給申請書

29 3 29
申請事業主
又は代理人

住所
100-0000

印

印

氏名 霞 太郎 印

名称 株式会社両立商事

代理人が申請する場合は、上欄に代理人の記名押印等を、下欄に両立支援等助成金（介護離職防止支援助成
金）の支給申請に係る事業主の住所、名称及び氏名の記入（押印不要）を、社会保険労務士法施行規則第16条
第２項に規定する提出代行者又は同令第16条の３に規定する事務代理者たる社会保険労務士が申請する場合
は、上欄に事業主の記名押印等を、下欄に社会保険労務士の記名押印等をしてください。

住所

氏名

千代田区霞が関１－〇－〇
東京

ニコニコ社会保険労務士事務所

200-0000
豊島区〇－〇－〇

名称

③申請月の初日において
常時雇用する労働者の数 35 人

印

①雇用保険適用事業所番号 1234-567890-1 ②労働保険番号 12-1-12-123456-12

社会保険労務士 申請 進

申請事業主
又は

社会保険労務士
（提出代行者・
事務代理者）

2 か所

⑦アンケート取りまとめ日
（ｱﾝｹｰﾄ調査結果報告書作成日）

⑧制度設計・見直し日
（制度の施行日）

3000 万円 ⑥事業所総数 4 か所
（うち他都道府県に
存在する事業所数）

有 ・ 無

⑫介護支援プランにより、労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰又は介護のため
の勤務制度利用を支援する措置を実施する旨の規定を行った年月日及び労働者への周
知を行った年月日

規定

⑨研修実施日
（複数回実施の場合は初回実施日）

⑩「仕事と介護の両立準備ｶﾞｲﾄﾞ」
による制度、相談窓口の周知日

平成

周知

年

4

28

18

1

深夜業の制限制度

所定外労働の制限制度

⑪介護休業関係制度の就業規則等への規定

時差出勤制度

⑤制度利用期間

②雇用保険被保険者番号

④雇用期間の有無 有 ・ 無

2 27

28 11

①労働者氏名（フリガナ）

1111-111111-1

制度利用内容

平成

昭和 ・ 平成

29

③雇用保険の被保険者と
なった年月日

⑬介護支援プランの作成日 平成

両立 進太郎 （リョウリツ シンタロウ）

〇

28 11 28

時間

日

両立 花子 労働者との続柄

1511

10 4

28 11

氏名

時間始業・就業時刻を

制度利用開始日の前日から３か月間の
月平均所定外労働時間

制度利用開始日の前日から３か月間に
おいて深夜勤務をした日

32

（ 繰り上げ ・ 繰り下げ ）

か月）
日）

実母

※
審
査
結
果

支
給

・

不
支
給

3

連続３か月

合計９０日

※申請内容に該当する方
に○を付けてください

２

支
給
申
請
に
係
る
労
働
者

⑥介護の対象となった家族

申請事業主の人事労務管理の

機能を有する部署が属する事

業所（本社等）の所在地を感

月する労働局を記載してくだ

さい。

日本標準産業分類に従った主
な産業を記載してください。

利用した制度に〇を記入し、
下に記載する最初の制度利用
期間の前日から3か月間の実績
を記載してください。

連続3か月の場合は1行目に、
合計90日で申請する場合は、
制度利用期間ごとに別の行に
記載してださい。

制度利用期間が連続3か月又は合計90日を超
える場合は、申請に係る連続3か月又は制度
利用期間ごとに任意に抽出した日数を合計90
日間記載してください。

事業主
の印

社会保
険労務
士の印

この⑤欄の記載については、
P22～P25も参照してください。
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＜【介】 様式第１号③＞

年 月 日

上記ア、イについては、記載のとおりです。

年 月 日

上記ア、イについては、記載のとおりです。

上記①から⑦については、記載のとおりです。

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ

口座名義

（ ）

円

【介】様式第１号④は、P19を御参照ください。

押印 03-0000-1111
ウ 面談者確認欄

⑨本人確認欄

連絡先電話番号

所属 営業２課 署名 両立 進太郎 押印

総務係長 氏名 〇西 〇子 連絡先電話番号

03-4444-5555

提出代行・事務代理者の表示 提出代行

平成29年3月28日

03-1111-3333

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾘｮｳﾘﾂｼｮｳｼﾞ

口座の種類 （ 普通 ・ 当座 ）

連絡先電話番号

両立
銀 行

霞が関 店
株式会社両立商事

口座番号

備 考

1234567

３ 記載担当者 役職

４ 振 込 先

社会保険労務士記載欄
作成年月日

信用金庫

※

処

理

欄

受 理 年 月 日 平成 年 月 日 受 理 番 号

局 長 部（室）長

支
給
決
定

決 定 年 月 日 平成 年 月 日 決 定 番 号

担 当

決定金額合計

イ 面談を行った者の氏名

所属 総務課 署名 山〇 川男

⑦支給に係る労働者の介護の事実の把握後、当該労働者と上司又は
人事労務担当者がプラン策定のための面談を行った年月日及び面談
を行った者の氏名

⑧支給に係る労働者の介護制度利用３か月（又は合計90日）経過後
に、当該労働者と上司又は人事労務担当者がフォロー面談を行った年
月日及び面談を行った者の氏名

2 28

イ 面談を行った者の氏名 山〇 川男

ア 面談を行った年月日 平成 28

ア 面談を行った年月日 平成

16

連絡先電話番号

山〇 川男

29

03-1111-2222

連絡先電話番号

所属 総務課 署名 山〇 川男 押印 03-0000-1111

11

ウ 面談者確認欄

面談者本人の署名または記
名・押印をしてください。

本人の署名または記名・押印
をしてください。

この申請書の内容についての
問い合わせに対応できる方を
記載してください。

山

○

山

○

職場において、連絡がとれる
電場番号を記載してください。
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様式第１号③の２⑤欄「制度利用期間」の記載例【所定外労働の制限制度】

①所定外労働の制限制度を連続3か月以上利用した場合

制度利用期間：6か月 申請期間：3か月

平成28年11月1日～平成29年4月30日（6か月） 平成28年12月5日～平成29年3月4日

※制度利用期間が連続3か月以上の場合は、任意の連続3か月を申請してください。

※申請に係る3か月については、制度どおりの勤務をするなどの要件を満たすことが必要です（P8～P9参照）。

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日
（
（

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日 （ 日）

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日 （ 日）

②所定外労働の制限制度を複数回利用し、合計90日以上利用した場合

制度利用期間：合計104日 申請期間：90日

a 平成28年11月1日～平成28年11月30日（30日） 平成28年11月1日～平成28年11月30日（30日）

b 平成29年1月1日～平成29年2月17日（48日） 平成29年1月1日～平成29年2月10日（41日）

c 平成29年3月1日～平成29年3月28日（28日） 平成29年3月1日～平成29年3月19日（19日）

※申請に係る90日については、制度どおりの勤務をするなどの要件を満たすことが必要です（P8～P9参照）。

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日
（
（

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日 （ 日）

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日 （ 日）

⑤制度利用期間

3 4

（cの期間）制度利用期間が90日に達した場合、当該制度を継続して利用している場合でも申請できます。ただし、1
回の制度利用期間が1か月未満の場合は、当該制度利用開始日から申請することとし、任意の期間を抽出して申請は
できません。（cの期間において、3/10～3/28の期間を申請することはできません。）

２

支
給
申
請
に
係
る
労
働
者

30
か月）
日）

29

〇

28

２

支
給
申
請
に
係
る
労
働
者

29 3 1

29 1 1

19 1929 3

11 30

4129 2 10

※申請内容に該当する方
に○を付けてください 28 11 1 28

深夜業の制限制度

所定外労働の制限制度

時差出勤制度

時間 （ 繰り上げ ・ 繰り下げ ）

制度利用内容

合計９０日 深夜業の制限制度
制度利用開始日の前日から３か月間に
おいて深夜勤務をした日

日

連続３か月 時差出勤制度 制度利用内容 始業・就業時刻を

32

32 時間

（bの期間）制度利用期間が合計90日以上で、かつ1回の制度利用期間が１か月を超える場合は、1か月以上の任意の
期間を申請できます。

⑤制度利用期間 〇 所定外労働の制限制度
制度利用開始日の前日から３か月間の
月平均所定外労働時間

時間

日

時間始業・就業時刻を

制度利用開始日の前日から３か月間の
月平均所定外労働時間

制度利用開始日の前日から３か月間に
おいて深夜勤務をした日

3
か月）
日）12 5

連続３か月

合計９０日

※申請内容に該当する方
に○を付けてください

※制度利用開始日（H28.11.1）の前日から3か月間、所定外労働の制限制度を利用していないことが要件です。

（ 繰り上げ ・ 繰り下げ ）制度利用開始日（H28.11.1）の前日か
ら3か月間の平均を記載してください。

20時間以上ある場合対象となります。

制度利用開始日（H28.11.1）の前日か
ら3か月間の平均を記載してください。

20時間以上ある場合対象となります。
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様式第１号③の２⑤欄「制度利用期間」の記載例【時差出勤制度】

①時差出勤制度を連続3か月以上利用した場合

制度利用期間：6か月 申請期間：3か月

平成28年11月1日～平成29年4月30日（6か月） 平成28年12月5日～平成29年3月4日

※制度利用期間が連続3か月以上の場合は、任意の連続3か月を申請してください。

※申請に係る3か月については、制度どおりの勤務をするなどの要件を満たすことが必要です（P8～P9参照）。

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日
（
（

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日 （ 日）

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日 （ 日）

②時差出勤制度を複数回利用し、合計90日以上利用した場合

制度利用期間：合計104日 申請期間：90日

a 平成28年11月1日～平成28年11月30日（30日） 平成28年11月1日～平成28年11月30日（30日）

b 平成29年1月1日～平成29年2月17日（48日） 平成29年1月1日～平成29年2月10日（41日）

c 平成29年3月1日～平成29年3月28日（28日） 平成29年3月1日～平成29年3月19日（19日）

※申請に係る90日については、制度どおりの勤務をするなどの要件を満たすことが必要です（P8～P9 参照）。

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日
（
（

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日 （ 日）

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日 （ 日）

２

支
給
申
請
に
係
る
労
働
者

28 12

２

支
給
申
請
に
係
る
労
働
者

⑤制度利用期間

30
か月）
日）

41

29 3 1 29 3 19 19

11 30

29 2 10

※申請内容に該当する方
に○を付けてください 28 11 1 28

29 1 1

所定外労働の制限制度

時差出勤制度

深夜業の制限制度

時差出勤制度

（bの期間）制度利用期間が合計90日以上で、かつ1回の制度利用期間が１か月を超える場合は、1か月以上の任意の
期間を申請できます。

か月）
日）

時間

29

32

（ 繰り上げ ・ 繰り下げ ）

4

合計９０日 深夜業の制限制度
制度利用開始日の前日から３か月間に
おいて深夜勤務をした日

日

時間

日

時間始業・就業時刻を

制度利用開始日の前日から３か月間の
月平均所定外労働時間

制度利用開始日の前日から３か月間に
おいて深夜勤務をした日

32

制度利用内容

連続３か月 〇 1.5制度利用内容 始業・就業時刻を

3

（ 繰り上げ ・ 繰り下げ ）

※制度利用開始日（H28.11.1）の前日から3か月間、時差出勤制限制度を利用していないことが要件です。

1.5

⑤制度利用期間 所定外労働の制限制度
制度利用開始日の前日から３か月間の
月平均所定外労働時間

3

時間

5

連続３か月

合計９０日

※申請内容に該当する方
に○を付けてください

〇

（cの期間）制度利用期間が90日に達した場合、当該制度を継続して利用している場合でも申請できます。ただし、1
回の制度利用期間が1か月未満の場合は、当該制度利用開始日から申請することとし、任意の期間を抽出して申請は
できません。（cの期間において、3/10～3/28の期間を申請することはできません。）

制度利用内容を記載してください。
始業又は終業時刻を１時間以上繰り上

げ又は繰り下げることが要件です。

制度利用内容を記載してください。
始業又は終業時刻を１時間以上繰り上

げ又は繰り下げることが要件です。
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様式第１号③の２⑤欄「制度利用期間」の記載例【深夜業の制限制度】

①深夜業の制限制度を連続3か月以上利用した場合

制度利用期間：6か月 申請期間：3か月

平成28年11月1日～平成29年4月30日（6か月） 平成28年12月5日～平成29年3月4日

※制度利用期間が連続3か月以上の場合は、任意の連続3か月を申請してください。

※申請に係る3か月については、制度どおりの勤務をするなどの要件を満たすことが必要です（P8～P9参照）。

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日
（
（

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日 （ 日）

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日 （ 日）

②深夜業の制限制度を複数回利用し、合計90日以上利用した場合

制度利用期間：合計104日 申請期間：90日

a 平成28年11月1日～平成28年11月30日（30日） 平成28年11月1日～平成28年11月30日（30日）

b 平成29年1月1日～平成29年2月17日（48日） 平成29年1月1日～平成29年2月10日（41日）

c 平成29年3月1日～平成29年3月28日（28日） 平成29年3月1日～平成29年3月19日（19日）

※申請に係る90日については、制度どおりの勤務をするなどの要件を満たすことが必要です（P8～P9参照）。

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日
（
（

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日 （ 日）

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日 （ 日）

連続３か月

合計９０日

※申請内容に該当する方
に○を付けてください

25

（ 繰り上げ ・ 繰り下げ ）

⑤制度利用期間 所定外労働の制限制度
制度利用開始日の前日から３か月間の
月平均所定外労働時間

3

32 時間

（bの期間）制度利用期間が合計90日以上で、かつ1回の制度利用期間が１か月を超える場合は、1か月以上の任意の
期間を申請できます。

32

制度利用内容

か月）
日）29

時間

日

時間始業・就業時刻を

制度利用開始日の前日から３か月間の
月平均所定外労働時間

制度利用開始日の前日から３か月間に
おいて深夜勤務をした日

合計９０日 〇 深夜業の制限制度
制度利用開始日の前日から３か月間に
おいて深夜勤務をした日

始業・就業時刻を連続３か月 時差出勤制度 制度利用内容

30

時間 （ 繰り上げ ・ 繰り下げ ）

30
か月）
日）

25

28 12 5

所定外労働の制限制度

時差出勤制度

深夜業の制限制度

日

※申請内容に該当する方
に○を付けてください 28 11 1 28 11

4129 1 1 29 2 10

29 3 1 19 1929 3

※制度利用開始日（H28.11.1）の前日から3か月間、深夜業の制限制度を利用していないことが要件です。

（cの期間）制度利用期間が90日に達した場合、当該制度を継続して利用している場合でも申請できます。ただし、1
回の制度利用期間が1か月未満の場合は、当該制度利用開始日から申請することとし、任意の期間を抽出して申請は
できません。（cの期間において、3/10～3/28の期間を申請することはできません。）

２

支
給
申
請
に
係
る
労
働
者

２

支
給
申
請
に
係
る
労
働
者

⑤制度利用期間

〇

3 4

制度利用開始日（H28.11.1）の前日か
ら3か月間の深夜業に従事した実績を記
載してください。

12日以上ある場合対象となります。

制度利用開始日（H28.11.1）の前日か
ら3か月間の深夜業に従事した実績を記
載してください。

12日以上ある場合対象となります。
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様式第１号③の２⑤欄「制度利用期間」の記載例【２種類以上の制度利用期間を合算する場合】

●所外外労働の制限制度と時差出勤制度を合算して90日以上利用した場合

制度利用期間：合計104日 申請期間：90日

a 平成28年11月1日～平成28年11月30日（30日：時差出勤） 平成28年11月1日～平成28年11月30日（30日）

b 平成29年1月1日～平成29年2月17日（48日：所定外制限） 平成29年1月1日～平成29年2月10日（41日）

c 平成29年3月1日～平成29年3月28日（28日：所定外制限） 平成29年3月1日～平成29年3月19日（19日）

※申請に係る90日については、制度どおりの勤務をするなどの要件を満たすことが必要です（P8～P9参照）。

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日
（
（

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日 （ 日）

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日 （ 日）

〇 所定外労働の制限制度
制度利用開始日の前日から３か月間の
月平均所定外労働時間 32 時間

（bの期間）制度利用期間が合計90日以上で、かつ1回の制度利用期間が１か月を超える場合は、1か月以上の任意の
期間を申請できます。

⑤制度利用期間

始業・就業時刻を 1.5 時間 （ 繰り上げ ・ 繰り下げ ）連続３か月 〇 時差出勤制度 制度利用内容

11 30

合計９０日 深夜業の制限制度
制度利用開始日の前日から３か月間に
おいて深夜勤務をした日

2 10

日

※申請内容に該当する方
に○を付けてください 28 11 1 28

19

30
か月）
日）

4129 1 1 29

（cの期間）制度利用期間が90日に達した場合、当該制度を継続して利用している場合でも申請できます。ただし、1
回の制度利用期間が1か月未満の場合は、当該制度利用開始日から申請することとし、任意の期間を抽出して申請は
できません。（cの期間において、3/10～3/28の期間を申請することはできません。）

２

支
給
申
請
に
係
る
労
働
者

29 329 3 1 19

制度利用内容を記載してください。
始業又は終業時刻を１時間以上繰り上

げ又は繰り下げることが要件です。

申請に係る最初の制度（時差出勤制度）利
用開始日（H28.11.1）の前日から3か月間の平
均を記載してください。

25



＜ 【介】 様式第２号＞（H28.10.19）

年 月 日

30 0.8635

アンケート調査実施日における
雇用保険被保険者数

35 人2128 10

申 請 事 業 主

株式会社両立商事

千代田区１－○－○

03-0000-1111

アンケート調査結果

調査票配布数
※２

回収率

14 15 16 17

9 2 1

Ｑ２０

9 10 11 12 13

Ｑ２１

18

6 7 8

回答番号

問番号

1 2 3 4 5
回答番号

問番号

年齢
問番号

Ｑ１９ b

4 2

7 11 10 2

17 13

15 10 4 1

43 10 22 5 0

7 8 12 2 1

16 5 2

4 6 11 5 4

8 20 2 0

2 10 13 5

6 4 3 5

12 15 3

02 5 17 3 3

8 14 8

27 18 2

15 10 5

3 20 2 7 15 1510 20 25 14 2

5 10 7 4 4

4 8 5 5

5 15 5

0 01 1 0 0 0

17

0

Ｑ２２

2 3

20 0

16 8

Ｑ８

5

Ｑ１３

10 4

20

各
調
査
項
目
の
回
答
状
況

4 11 127 17

Ｑ１

Ｑ２

Ｑ３

5 25

8 13

介護離職防止支援助成金 アンケート調査結果報告書

平成

1 2 3 14 15 16

調査票回収数

事業主名

Ｑ４

Ｑ５

Ｑ６

Ｑ７

Ｑ１４

Ｑ９

Ｑ１０

Ｑ１１

Ｑ１２

29歳
以下

30歳代

5 6

40歳代
50歳
以上

7

15

Ｑ１６

Ｑ１７

Ｑ１８

10

Ｑ１５

アンケート調査実施日
※１

平成 28 年 10 月

Ｑ１９ a

※２ WEBアンケート方式などの場合は、アンケート調査について呼びかけた人数を記入してください。

28 日作成年月日 ：

9

電話番号

住所

※１ アンケートを複数回実施していることにより、記載しきれない場合は任意様式を添付することで差し支えありません。

各問・番号ごとの回答数
を記載してください。
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＜ 【介】 様式第３号＞（H28.10.19）

年 月 日 : ～ ： ： ：

年 月 日 : ～ ： ： ：

年 月 日 : ～ ： ： ：

年 月 日 : ～ ： ： ：

（例） 内容は別添資料、質疑応答記録による

※受講者名簿を添付してください。

※対面による説明を行っていない研修はフォローアップ調査の回答数を受講者数とします。

上記のとおりの研修を受けたことを確認します。

）

（注） 受講者代表者の連絡先電話番号には、本人あて連絡がとれる職場においての電話番号を記入してください。研修を複数回実施した場合は、最終

実施日以降に署名してください。

各欄ともに記載しきれない場合は任意様式を添付してください。

受講者

実施年月日・時間

総務部総務課長 ○谷 ○太郎
総務部総務課総務係長 ○川 ○子

28 11 14

28 11 15

28 11 11

実施年月日

平成 （火）

平成 （月） 1

時間

20

1 30 1 20 10 分

10 分

1 10 分

00 14 30

1 3000

13

平成 （金） 15 00 16 30

10 30 12

合計時間

分

質疑応答説明

1 30

20

（連絡先電話番号 03-0000-0000（内線000） （注）

担当者 職・氏名

介護離職防止支援助成金 研修実施結果書

事業主名

部署名

総務部総務課

電話番号

計 40

○田 ○朗 印

平成 28 年 11

研修内容

説明者職氏名

15 日

受講者代表者署名

総務課長 ○谷 ○太郎

月

実施担当部署

平成 （ ）

名 （うち雇用保険被保険者 33 名）

別添研修資料、レジメの通り

研修実施日における
雇用保険被保険者数 36 人

申 請 事 業 主

03-0000-1111

千代田区１－○－○

株式会社両立商事

住所

※議事録、議事概要等の実施記録がある場合は、当該資料を添付することで差し支えありません。

○

田

最後の研修終了日以降に
代表者本人が署名又は記
名・押印してください。

複数回に分けて実施し
た場合は全て記載して
ください。

研修において説明者と
なった方の役職・氏名
を記載してください。

必要に応じて研修内容が分か
る別紙を添付するなどして差
し支えありません。

複数回に分けて実施した場
合は、全ての回の受講者数
の合計を記載してください。
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介護支援取組助成金の支給要件に基づき「仕事と介護の両立のための職
場環境整備の取組」を行った場合の取り扱い

ただし、改正育児・介護休業法が平成29年1月1日から施行されるため、次
の取組により改正育児・介護休業法に対応した内容にすることが必要です。

介護⽀援取組助成⾦（平成28年6月24日改正後）の支給要件に基づき以下の一
部⼜は全部に取り組んだ場合、介護離職防⽌⽀援助成⾦の⽀給要件を満たしたも
のとして取り扱います。

①従業員の仕事と介護の両⽴に関する実態把握（アンケート調査）

②制度設計・⾒直し（就業規則等の整備、法律を上回る制度の導⼊）

③介護に直面する前の従業員への支援（社内研修の実施、リーフレットの配布）

④介護に直面した従業員への支援（相談窓口の設置及び周知）

②制度設計・⾒直し

→ 改正育児・介護休業法に沿った、介護休業関係制度の就業規則等への規定

③介護に直面する前の従業員への支援（社内研修の実施、リーフレットの配布）

→ 改正育児・介護休業法の内容について、資料（※）の配布、回覧、掲示等

の方法により全労働者に周知

（※）参考資料は以下からダウンロードできます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba

_kosodate/ryouritsu01/index.html

この取り扱いにより支給申請をする場合は、以下の資料も添付してください。

○改正育児・介護休業法の周知に使⽤した資料

○改正育児・介護休業法の周知方法、周知をした日が分かる書類（各部署への周知文書、

日付の入った資料を掲⽰した写真、社内報の写し など）

提 出 書 類
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